
 

 

 

 

 

 

 

 

法令違反を未然に防ぐために・・・ 

社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 

内部通報・相談窓口 
コンプライアンス・ホットラインを設置しています 

この窓口は「ハラスメント相談窓口」を兼ねています。 

 

内部通報・相談の方法 

＊法人事務局窓口 

 

 

 

 

 

＊ 

 

＊外部通報窓口

別紙



 

内部通報・相談に関するＱ＆Ａ 

 

 Q １ 内部通報・相談ができる人は誰ですか？ 

     A 事業団職員（正規職員・契約職員）及び１年以内の退職者、派遣契約に基づく派遣

社員及び派遣終了から１年以内の元派遣社員、役員、委託契約に基づく委託業者社

員及び１年前まで従事していた委託業者社員や退職者からの通報・相談を受け付け

ます。 

 

Q ２ 匿名でも通報・相談できますか？ 

   A  できます。ただし、匿名の場合、事実関係の調査が十分に行えない可能性があり、 

調査結果等の通知ができません。 

 

Q ３ どんな行為が通報できますか？ 

A 事業団が実施する事業及び事務に係る行為であって、以下の項目に該当するもの 

① 法令（条例、各種基準、事業団各種規程等を含む。）に違反する行為又は違反

するおそれのある行為の事実 

② 利用者等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対し重大な影

響を及ぼすおそれのある行為の事実 

③ 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実 

 

Q ４ 通報するにあたって注意することは何ですか？ 

A 内部通報は、不正の利益を得る目的、他人に損害を与え、又は誹謗中傷を行う目 

的、業務の遂行を妨げる目的その他の不正の目的で行うことはできません。又、 

私生活上の問題及び異動、処分等人事上の不平不満の解消のみを求めるものにつ 

いて、行うことはできません。 

 

Q ５ 通報した場合に通報したことが漏れる心配はありませんか？ 

      A 秘密の保持が要綱に規定されおり、通報内容はごく限られた者しか知りえないこ

とです。また通報者の秘密保持に最大限の配慮をします。 
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